
 

入居収入基準 

（1）入居収入基準 

収入月額は、法に則って過去 1 年間の状況を確認して入居資格を審査するためのも

のです。入居収入基準は次のとおりです。 

申し込み前にご自身で 7 ページから 11 ページまでの計算方法により計算を行い、

入居収入基準を満たしているかどうか確認してください。 

収入月額 158,000 円以下 

ただし、同居し或いは同居しようとする親族のうち、次に該当する方がいる世帯は、

基準となる収入月額が 214,000 円以下まで緩和されます。 

 

・1 級から 4 級の身体障害者手帳の交付を受けている方 

・1 級から 3 級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 

・○Ａ 、Ａ又はＢの療育手帳（みどりの手帳等）の交付を受けている方 

・申込者本人が 60 歳以上であり、かつ、同居者のいずれもが 60 歳以上の方又は 18

歳未満の方 

・戦傷病者手帳（障害の程度が恩給法別表第 1 号表ノ 2 特別項症から第 6 項症まで、

又は同法別表第 1 号表ノ 3 の第 1 款症）の交付を受けている方 

・原子爆弾被爆者の方 

・海外からの引揚者で、日本上陸後 5 年以内で、引揚証明書の交付を受けている方 

・ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律（平成 13 年法律 

第 63 号）第 2 条に規定するハンセン病療養所等に入所していた方 

・小学校就学前の方（ただし、入居後 3 年間経過し、小学校就学前の子がなく、かつ

収入月額が 158,000 円を超える場合は、収入超過者として明け渡し努力義務が発

生すると共に、割増家賃が加算されます。） 
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≪参考≫ 

収入計算の対象となる収入 

・国民年金、厚生年金、恩給等（ただし、遺族年金、障害年金は対象外） 

・給与、賞与、残業その他の手当（アルバイト・パート等の収入も含む。） 

・事業による所得（生命保険の外交員等の報酬も含む。） 

・日雇い等による所得 

・その他、利子・配当など継続的な収入で課税対象になるもの 

 

収入計算の対象とならない収入 

・退職所得、譲渡所得、一時所得、雑所得その他の所得のうち一時的なもの 

・所定の期限（条件成就期限）までに勤務先を退職することが確実な方のその勤務先か

らの収入 

・生活保護法による扶助費 

・原爆被爆者諸手当 

・雇用保険金、労災保険金、休業補償 

・児童手当、児童扶養手当 

・仕送り 

・遺族年金・遺族基礎年金、障害年金・障害基礎年金、老齢福祉年金など（課税対象とな

る公的年金等は除く） 

・給与所得者の一定額までの通勤手当 

・年金生活者支援給付金 
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（2）収入月額の計算方法 

 

(①～③の方は 9 ページ（2）の計算をする必要はありません。) 

(④～⑤の方は下記の通り推定年間収入を算出し、9 ページ（2）を参考に年間所得金額を計算して下さ

い。) 

(⑦の方は 9 ページ(３)を参考に年間所得金額を計算して下さい。) 



 

 

 

戸田市笹目〇-△-□ 
     ハイツ戸田１０１ 

戸田市笹目〇-△-□ハイツ戸田１０１ 

戸田 太郎 

この金額がその年の年間所得

金額です。この金額を 10 ペー

ジ(A)世帯の年間所得金額に入

れます。 

確定申告書の「合計⑨」の金額が所得金額で

す。これは 10 ページの(A)世帯の年間所得

金額の欄に入れます。 

10 ページ 

この金額がその年の年間収入金

額です。この金額を 9 ページの

表 3 に当てはめ年間所得金額に

入れます。 



 

 

 

                



 

 

 

(5 ページ参照) 



 

（表４） 

 

 

 


